
 

 

ジョブコーチ⽀援事業 
〜 障がい者の職場適応と雇⽤継続をお⼿伝いします 〜 

障害者就業・⽣活⽀援センターしらはま / 障がい者職場定着推進センターくらよし / あいおい / 
障がい者職場定着推進センターあしすと / ⽶⼦ワークホーム / もみの⽊作業所 /  
⿃取障害者職業センター 

 

障がいのある従業員が
仕事や職場になじめな
いようで困っている。 

新しい仕事を任せたいが、
教え⽅がわからない。 

障がい者雇⽤を考えているが、
雇⽤経験がないので不安。 

職場の⼈とどうやって
コミュニケーションを
とればいいのかわから
ない。 

初めての就職で、ど
うやって仕事を覚え
たらいいか不安。 

⼀⽣懸命やっているけ
ど、うまく仕事ができな
くて困っている。 

こんな時にご相談ください。 

ジョブコーチが職場を訪問し、上司・同
僚と障がい者を橋渡ししながら職場定着へ
のお⼿伝いをします。 



  

ジョブコーチ⽀援事業とは
○ 「職場適応援助者（ジョブコーチ）」とは、厚⽣労働⼤⾂が定める研修を修了した⽀援者です。 

○ 障がいのある⽅が職場に適応できるよう、また、事業主が無理なく雇⽤管理（ナチュラルサポート）して

いけるよう、ジョブコーチが職場を訪問し⽀援を⾏う事業です。 

○ ⽀援期間は 1 ヶ⽉以上８ヶ⽉以内で個別に設定します。（標準的な⽀援期間は２〜４ヶ⽉程度） 
○ ⽀援期間終了後は、必要に応じて職場内における⽀援体制に対するフォローアップ期間を設定しま

す。（原則、最⼤ 1 年間） 
○ ⽀援を受けるための費⽤は無料です。 

⽀援期間と費⽤ 

① 雇⽤と同時︓採⽤と同時期に⽀援を開始する場合です。 
② 雇⽤後⽀援︓既に雇⽤されている障がいのある⽅の職場適応に課題が⽣じた際や職場環境の変化な

ど、⽀援が必要になった際に⽀援を開始する場合です。 

⽀援開始のタイミング 

○ 不安やニーズなどをお聴かせください︓⽀援課題やポイント、⽀援頻度などを整理・検討のうえ、ジ
ョブコーチ⽀援計画書を作成し、関係者で共有します。なお、⽀援実施上知り得たことを⽀援関係者
以外に⼝外することはありません。 

○ ジョブコーチが⽀援実績を申告するために、以下について確認・依頼させていただく場合がありま
す。これらの情報は、（独）⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構への⽀援実績の申告以外の⽬的で使⽤
することはありません。 

事業主︓雇⽤保険適⽤事業所番号   ご本⼈︓雇⽤保険被保険者番号 

必要な情報など 

○ 原則として、ご本⼈が雇⽤保険の被保険者であることが⽀援実施の要件です。 
○ 国等における障がい者雇⽤については、⽀援の対象とはなりません。 

⽀援の要件 

○ 職場内での⽀援 
○ 障がいのある⽅、事業主双⽅への⽀援 
○ 職場内における⽀援体制の整備を⽀援 

 特徴 



 

  

 

 

＜概ね１〜２週間必要です。状況によりさらに⽇数が必要な場合があります。＞ 

ジョブコーチがいな
くても安⼼して雇⽤
関係が維持されるこ
とを⽬指します。 

 

 

移⾏⽀援期 

状況を⾒なが 
ら徐々に⽀援 
頻度を減少 

集中⽀援期 

標準的な⽀援 
頻度は週２回 
前後 

③ ⽀援の実施 

○ 職場でのコミュニケーションやルールなど
に関すること 

○ 仕事の進め⽅、作業⽅法に関すること 
○ 健康管理、仕事についての不安や悩み、⽣

活リズムの維持などに関すること 

ご本⼈への⽀援 

○ 障がい理解に関すること 
○ 指導や関わり⽅に関すること 
○ 職務内容や労働時間など労務管理に関するこ

と 

事業主への⽀援 

○ ご本⼈の職業⽣活を⽀えるために必要な家庭
での取組に関すること 

○ 職場との連携体制に関すること 

ご家族への⽀援 

 ○ 関係者が集まり⽀援会議を実施 
○ ⽀援終了後のフォローアップ⽅針な

どについて協議 

⽀援会議 

○ ⽀援計画に基づいて、課題に対する⽀援を⾏います。 

 ＜⽀援会議＞ 
○ 関係者が集まり⽀援会議を実施 
○ ジョブコーチ⽀援計画書を説明 
⇒関係者の同意をもって⽀援を開始します。 

○ 事業主︓職場環境、指導体制、職務内容などの確認 
○ ご本⼈・ご家族︓ご本⼈・ご家族の状況などの確認 
○ 関係機関︓⽀援体制の状況などの確認 

② ⽀援に向けての準備 

ジョブコーチ⽀援事業の流れ 

○ 勤務の様⼦や職場内における⽀援体制の状況を確認しながら、
安定した雇⽤関係の継続に向けてフォローアップします。 

④ フォローアップ 

○ お近くのハローワーク、障害者就業・⽣活⽀援センター、障がい者職場定着推進センター、⿃取障害者職業
センターにご連絡ください。 

関係者の同意をもとに、ジョブコーチ⽀援に 
向けた準備を開始します。 

 ご本⼈・ご家族  関係機関 

 事業主 

ご本⼈ 
事業所 
担当者 

ジョブコーチ 

ジョブコーチが事業所を訪問し、職場
の指導・管理担当者と障がい者の関係
づくりをお⼿伝いします。 

① 利⽤相談 



 

 

 

主な⽀援 
対象地域 ジョブコーチ⽀援実施機関名 住   所 連  絡  先 

① 全域 
（独）⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構 

⿃取⽀部 ⿃取障害者職業センター 

〒６８０－０８４２ 

⿃取市吉⽅１８９ 

TEL︓０８５７（２２）０２６０ 

FAX︓０８５７（２６）１９８７ 

② 東部 
社会福祉法⼈⿃取県厚⽣事業団 

障害者就業・⽣活⽀援センターしらはま 

〒６８９－０２０１ 

⿃取市伏野２２５９－１７ 

TEL︓０８５７（５９）６０６０ 

FAX︓０８５７（５９）２０２２ 

③ 中部 
社会福祉法⼈⿃取県厚⽣事業団 

障がい者職場定着推進センターくらよし 

〒６８２－０８１７ 

倉吉市住吉町３７－１ 

TEL︓０８５８（２３）８４４８ 

FAX︓０８５８（２３）８４５６ 

④ 中部 ⼀般社団法⼈ あいおい 
〒６８９－２１０１ 

東伯郡北栄町江北３８５４ 

TEL︓０８５８（３６）５０５０ 

FAX︓０８５８（３６）５１００ 

⑤ ⻄部 
社会福祉法⼈あしーど 

障がい者職場定着推進センターあしすと 

〒６８３－００６４ 

⽶⼦市道笑町２－１２６ 

桑本ビル１階 

TEL︓０８５９（３４）６５６８ 

FAX︓同上 

⑥ ⻄部 
社会福祉法⼈光⽣会 

障がい者⽀援施設⽶⼦ワークホーム 

〒６８３－００２１ 

⽶⼦市⽯井１２２３－１ 

TEL︓０８５９（２６）５２２２ 

FAX︓０８５９（２６）５２２３ 

⑦ ⻄部 
社会福祉法⼈もみの⽊福祉会 

もみの⽊作業所 

〒６８３－０１０３ 

⽶⼦市富益町４７２２ 

TEL︓０８５９（２８）９１７４ 

FAX︓０８５９（２８）９１７７ 

改訂︓令和３年 12 ⽉

⑦ もみの⽊作業所 

ジョブコーチ⽀援実施機関 
④ あいおい 

⑤ あしすと 

① 職業センター 

② しらはま

③ くらよし 

岩美町 

⼤⼭町 

江府町 

⽇野町 

⽇南町 

南部町 

伯耆町 

⽶⼦市 

⽇吉津村 

倉吉市 
三朝町 

境港市 

若桜町 

⼋頭町 

智頭町 

⿃取市 

湯梨浜町 北栄町 琴浦町 

⑥ ⽶⼦ワークホーム 


